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議会運営委員会会議録 

 

令和６年１１月２５日 月曜日 

  午前１０時５６分開議 

  午前１１時００分閉議（実時間４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議会の運営に関する事項について 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  橋 本 貴 喜 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  友 枝 和 也 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  村 川 清 則 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 議会事務局長     小 野 高 信 君 

 議会事務局次長    土 田 英 雄 君 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

            田 島 麗 子 君 

 

（午前１０時５６分 開会） 

○委員長（増田一喜君） ただいまから議会運

営委員会を開会いたします。 

                              

◎議会の運営に関する事項について 

○委員長（増田一喜君） まず、１、議会の運

営に関する事項についてを議題とし、（１）副

議長信任動議の１件について説明を求めます。 

○議会事務局長（小野高信君） 議会事務局の

小野でございます。 

 着座にて御説明をさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○議会事務局長（小野高信君） まず、報告さ

せていただきます。先ほど、副議長信任動議が

橋本幸一議員ほか１２名から提出されました。

なお、提出要件等は備わっております。 

 なお、議事日程記載のとおり、野﨑議員ほか

６名から、八代市議会副議長金子昌平君に対す

る不信任決議案についてが提出されておりま

す。 

 そこで、今後の議事の流れについて御説明申

し上げます。 

 本議会運営委員会終了後、本会議が再開され

まして、議員の身分に関する先議決議案でござ

いますので、金子議員に対する副議長信任決議

案が提出された旨、議場で報告いただきます。

その後、本動議を日程追加するのか、さらに、

議題とするのかをお諮りいただくこととなりま

す。 

 仮に、日程追加及び議題とすることが否決さ

れた場合は、本決議案の審議は行われません。

また、仮に同様に、日程追加及び議題とするこ

とが可決された場合は、対象議員が同一であり

ますことから、本件２件につきましては一括議

題に供し、議題とすることを諮られます。 

 その後、信任動議について橋本幸一議員から

趣旨弁明が行われます。その後、一括して質

疑、討論の後、採決されることとなります。 

 採決につきましては、不信任決議と信任動議

が競合する場合は、現状を肯定する案件から先

議することとされておりますので、まず、副議

長信任動議から採決されることとなります。 
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 なお、採決につきましては、それぞれ起立に

よる採決となります。 

 参考までに、副議長信任動議が可決された場

合は、副議長不信任決議案は議決不要となりま

す。一方、当該動議が否決された場合は、副議

長不信任決議案について採決されることとなり

ます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑はありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 確認ですけど、今、

２件を一括議題ということだったんですが、一

連の、不信任決議案の件が済んだ後は、もうす

ぐ議員辞職勧告決議案のほうに移っていくとい

うことでいいんですか。 

○議会事務局次長（土田英雄君） 御案内のと

おり、日程順に行きますので、日程の第３が終

わりましたら日程第４のほうの議員辞職勧告決

議案のほうに移っていくという流れになりま

す。 

○委員（成松由紀夫君） なら、すぐ趣旨弁明

に入るちゅうことですね。 

○議会事務局次長（土田英雄君） そのように

なります。（委員成松由紀夫君「はい、分かり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上で本

日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１１時００分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和６年１１月２５日 

議会運営委員会 

委 員 長 


